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   第１章 総則  
 

 （通則） 

 第１条 鹿野川ダムの操作については、この規則の定めるところによる。  
 

 （ダムの用途） 

 第２条 鹿野川ダムは、洪水調節、流水の正常な機能の維持及び発電をその用途とする。 

 

 

   第２章 貯水池の水位等  
 

 （洪水）                                                                    

 第３条 洪水は、流水の貯水池への流入量（以下「流入量」という。）が、毎秒６００立方メー    

トル以上である場合における当該流水とする。  
 

 （洪水期及び非洪水期） 

 第４条 洪水期及び非洪水期は、次の各号に定める期間とする。 

  一 洪水期   ６月１６日から１０月１５日までの期間 

  二 非洪水期 １０月１６日から翌年６月１５日までの期間 

 

 （水位） 

 第５条 貯水池の水位（以下「水位」という。）は、ダム本体に取り付けられた水位計の測定結    

果に基づき算出するものとする。 

 

 （平常時最高貯水位） 

 第６条 貯水池の平常時最高貯水位は、標高８６．０メートルとし、第１７条の規定により洪水

調節を行う場合及び第１９条の規定により洪水に達しない流水の調節を行う場合を除き、    

水位をこれより上昇させてはならない。 

 

 （洪水時最高水位） 

 第７条 貯水池の洪水時最高水位は、標高８９．０メートルとし、第１７条本文の規定により洪

水調節を行う場合及び第１９条の規定により洪水に達しない流水の調節を行う場合には水    

位をこれより上昇させてはならない。 

 

 （洪水貯留準備水位） 

 第８条 洪水期における貯水池の最高水位（以下「洪水貯留準備水位」という。）は、 標高８

０．０メートルとし、第１７条の規定により洪水調節を行う場合及び第１９条の規定により

洪水に達しない流水の調節を行う場合を除き、水位をこれより上昇させてはならない。 

 

 （最低水位）  

 第９条 貯水池の最低水位は、標高６６．５メートルとする。 

 

 （予備放流水位）  

 第１０条 予備放流水位は、標高７６．３メートルとする。 

 



 
 

   第３章 貯水池の用途別利用 

 

 （洪水調節等のための利用） 

 第１１条 洪水調節は、標高７６．３メートルから標高８９．０メートルまでの容量２３，９０

０，０００立方メートルを利用して行うものとする。 

  ２ 洪水に達しない流水の調節は、洪水期にあっては、標高８０．０メートルから標高８９．

０メートルまでの容量１８，１００，０００立方メートル、非洪水期にあっては、標高８６．

０メートルから標高８９．０メートルまでの容量６，５００，０００立方メートルを利用し

て行うものとする。 

 

 （流水の正常な機能の維持のための利用） 

 第１２条 流水の正常な機能の維持は、洪水期にあっては、標高６６．５メートルから標高８０．     

０メートルまでの容量１８，１００，０００立方メートル、非洪水期にあっては、標高         

６６．５メートルから標高８６．０メートルまでの容量２９，７００，０００立方メー         

トルを利用して行うものとする。 

 

 （発電のための利用） 

 第１３条 発電は、第１１条及び 第１２条の規定による利用に支障を与えない範囲で、第１６

条、第１７条、第１８条、第１９条、第２２条第１項の各号及び第２５条に規定する放流に

よる流水を利用する場合に限るものとする。 

 

 

   第４章 洪水調節等 

 

 （洪水警戒体制） 

 第１４条 肱川ダム統合管理事務所長（以下「所長」という。）は、次の各号の一に該当すると

きは、洪水警戒体制を執らなければならない。 

 一 松山地方気象台から南予北部において、降雨に関する注意報、警報又は特別警報が発せら

れ、洪水の発生が予想されるとき。 

 二 その他細則で定めるところにより洪水の発生が予想されるとき。 

２ 所長は、第１９条の規定により洪水に達しない流水の調節を行おうとする場合においては、  

洪水警戒体制を執ることができる。  

 

 （洪水警戒体制時における措置） 

 第１５条 所長は、前条の規定により洪水警戒体制を執ったときは、ただちに、次の各号に定め     

る措置を執らなければならない。 

  一 細則で定める関係機関との連絡、気象及び水象に関する観測及び情報の収集を密にするこ

と。 

  二 ゲート及びバルブ（以下「ゲート等」という。）並びにゲートの操作に必要な機械及び器

具の点検及び整備、予備電源設備の試運転その他ダムの操作に関し必要な措置をとること。 

 

 （予備放流） 

 第１６条 所長は、洪水調節を行う必要が生ずると認められる場合に、水位が予備放流水位を超     

えているときは、水位を予備放流水位に低下させるため毎秒６００立方メートルを限度とし

て放流を行うものとする。 



 
 

 

 （洪水調節） 

 第１７条 所長は、次の各号に定める方法により洪水調節を行わなければならない。ただし、気

象、水象その他の状況により特に必要があると認める場合においては、この限りでない。 

  一 流入量が毎秒６００立方メートルを超えた時は、毎秒６００立方メートルの水量をダムか

ら放流すること。 

  二 前号の方法により放流を行っている場合にあって、水位が標高８２．０メートルに等しく      

なった時に、なお流入量が増加している場合は、すみやかに毎秒１，１５０立方メートルの

水量まで放流量を増加すること。ただし、当該時点で流入量が減少している場合は前号の放

流量を継続すること。なお、放流量を増加している途中において、流入量が放流量と等しく

なったときは流入量に相当する水量を放流すること。また、放流量を増加している途中にお

いて、流入量が減少し始めた時以降は当該時点の放流量を継続すること。 

  三 前号本文の方法による操作の後、流入量が最大となる時までは、ゲート等を放流量が毎秒      

１，１５０立方メートルの水量に達した時点における開度に保ち放流すること。 

  四 前号の方法による操作の後、流入量が減少し始めたとき以降は、流入量が放流量と等しく      

なるまで当該時点の放流量を継続すること。 

  五 前号の方法により放流を行っている場合にあって、流入量が再び増加した時以降は、ゲー      

ト等を当該時点の開度を保ち放流すること。 

  六 次条の規定により放流を行っている場合において、流入量が再び増加した場合で、流入量      

が放流量と等しくなった時から流入量が同条で定める放流量の限度の水量と等しくなるま       

での間にあっては、流入量に相当する水量を放流すること。    
  七 前号の方法による操作の後は、１号から６号に定める方法により放流すること。 

 

 （洪水調節等の後における水位の低下） 

 第１８条 所長は、前条の規定により洪水調節を行った後又は次条の規定により洪水に達しない     

流水の調節を行った後において、水位が洪水期にあっては洪水貯留準備水位、非洪水期     

にあっては平常時最高貯水位をそれぞれ超えているときは、速やかに水位をそれぞれ洪     

水貯留準備水位又は平常時最高貯水位に低下させるため、洪水調節を行った後にあって         

は、前条本文第１号から第５号までに定める方法による操作中における放流量のうち最         

大の放流量、洪水に達しない流水の調節を行った後にあっては、毎秒６００立方メート         

ルの水量を限度として、放流を行わなければならない。なお同条第４号の操作の後、水位の

低下のため放流を行っている場合にあっては、水位が標高８２．０メートルを下回った時以

降の最大の放流量の限度は、毎秒６００立方メートルとする。 

ただし、気象、水象その他の状況により特に必要があると認める場合においては、下流に

支障を与えない程度の流量を限度として、ダムから放流を行うことができる。  
 

 （洪水に達しない流水の調節） 

 第１９条 所長は、気象、水象その他の状況により必要と認める場合においては、細則で定める     

ところにより洪水に達しない流水についても調節を行うことができる。 

 

 （洪水警戒体制の解除） 

 第２０条 所長は、細則で定めるところにより洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認め     

る場合においては、これを解除しなければならない。 

 

 



 
 

 （水位の上昇） 

 第２１条 所長は、気象、水象その他の状況により予備放流水位を維持する必要がなくなったと     

認める場合には、その後の流水を貯留して水位が上昇するよう努めるものとする。 

 

 

  第５章 貯留された流水の放流 

 

 （貯留された流水を放流することができる場合） 

 第２２条 ダムによって貯留された流水は、この規則に特別の定めがある場合のほか、次の各号     

の一に該当する場合にダムから放流することができる。 

  一 第４条に掲げる非洪水期から洪水期に移行するに際し、水位を洪水貯留準備水位まで低下    

させるとき。 

  二 第２９条第１項の規定により、ゲート等の点検又は整備を行うため特に必要があるとき。 

  三 前２号に掲げる場合のほか、細則で定めるところにより特にやむを得ない理由があるとき。 

  ２ 前項各号の一に該当する場合の放流量の限度は、毎秒６００立方メートルとする。  
  
 （放流の原則） 

 第２３条 所長は、ダムから放流を行う場合においては、細則で定めるところにより放流によっ     

て下流に急激な水位の変動が生じないよう努めるものとする。 

 

 （放流量） 

 第２４条 ダムから放流を行う場合においては、この規則に特別の定めがある場合にあっては、     

当該規定に定める量、その他の場合にあっては流入量に相当する量を超えてはならない。 

 

（流水の正常な機能の維持のための放流） 

第２５条 所長は、流水の正常な機能の維持のため必要があると認める場合には、ダム直下にお    

いて、次の各号に掲げる水量を確保できるよう必要な流水をダムから放流しなければな    

らない。 

  一  ３月１６日から１２月１５日  毎秒６．０立方メートル 

  二 １２月１６日から翌年３月１５日 毎秒３．２立方メートル 

 

（放流量等の決定） 

第２６条 所長は、ダムから放流を行おうとする場合においては、放流の時期及び放流量を

踏まえ、発電所の使用水量を決定しなければならない。 

２ 所長は、前項の決定をした場合においては、あらかじめ、発電所に連絡するものとする。 

 

（放流に関する通知等） 

 第２７条 所長は、ダムから放流することによって流水の状況に著しい変化を生ずると認める場     

合において、これによって生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは細則で     

定めるところにより関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を     

執らなければならない。 

 

 （ゲート等の操作） 

 第２８条 ダムから放流を行う場合のゲート等の操作については、細則で定める。 

 



 
 

 

   第６章 点検・整備等 

 

 （計測、点検及び整備） 

 第２９条 所長は、ダム、貯水池及びダムに係る施設等を常に良好な状態に保つため必要な計測、     

点検及び整備を行わなければならない。 

２ 所長は、前項の規定による計測、点検及び整備を行うため、細則で定めるところにより基

準を定めなければならない。 

 

 （観測） 

 第３０条 所長は、ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測を行わなければならない。 

２ 前条第２項の規定は、前項の場合に準用する。 

 

 （記録） 

 第３１条 所長は、ゲート等を操作し、第２９条第１項の規定による計測、点検及び整備を行い、     

並びに前条第１項の規定による観測を行ったときは、細則で定める事項を記録しておか     

なければならない。                                      
 

 

   第７章 雑 則  
 

 （細則） 

 第３２条 この規定に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な手続きその他の細則は、     

四国地方整備局長が定める。 

 

 

附則 

この訓令は、令和２年４月１日から適用する。 
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第１章  ダムの運用等                                             

 

 （通則）                                                              

 第１条  鹿野川ダム（以下「ダム」という。）の操作については、鹿野川ダム操作規則

（以下「規則」という。）に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。  

                                                 

 （流入量）                                                            

 第２条  規則第３条に規定する流入量は、規則第５条に規定する水位の上昇又は低下の

割合から次式により算出するものとする。               

       Ｑ  ＝（Ｖ＋ｑ）／ｔ                                           

        Ｑ  ：流入量（単位：立方メートル／秒）  

    ｔ  ：単位時間（単位：秒）                                     

        Ｖ  ：単位時間に増減した貯留量（単位：立方メートル）  

    ｑ  ：単位時間内の積算全放流量（単位：立方メートル）            

 

 （洪水貯留準備水位）                                             

 第３条  規則第８条に規定する洪水貯留準備水位は、当該日の午前９時における水位と

する。                                         

 

 （洪水警戒体制）                                                      

 第４条  規則第１４条第１項第２号に規定する洪水警戒体制を執ることができる場合

は、次の各号の一に該当する場合とする。        

 一  ダムの流域内（以下「流域内」という。）において総雨量が１００ミリメートル

を超えると予想されるとき。  

  二  流域内において前２４時間雨量が５０ミリメートルに達した後、さらに２時間雨

量が２０ミリメートルを超えると予想されるとき。  

  三  台風の中心が、東経１２７度から１３４度までの範囲において、北緯２８度に達

し、北又は北東に進路をとるとき。  

  ２  肱川ダム統合管理事務所長（以下「所長」という。）は、規則第１４条の規定に

より、洪水警戒体制を執った場合における職員の呼集、作業分担、配置その他の必

要な事項をあらかじめ定めておかなければならない。  

                                                                          

 （洪水警戒体制時における関係機関への連絡）                            

 第５条  規則第１５条第１号に規定する関係機関は、別表第１に掲げる機関とする。  

２  所長は、規則第１５条第１号に規定により連絡する内容、時期及び連絡の手段等

について、あらかじめ別表第１に掲げる関係機関と協議しておくものとする。  

                                                         

 （予備放流）                                                         

 第６条  規則第１６条における予備放流は次の各号に定める方法により行うものとす

る。                                             

一  予備放流中は、常に気象、水象、その他の状況に注意し、必要に応じて放流の調

整を行い、洪水調節に支障を来さないようにする。         

  二  所長は、予備放流の開始及び方法について実施要領を定め、四国地方整備局長（以

下「局長」という。）に報告するものとする。            
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 （洪水に達しない流水の調節）                                         

 第７条  規則第１９条に規定する洪水に達しない流水の調節を行う場合においては、最

大流入量を限度として、ダムから放流を行うものとする。ただし、規則第１４条第

１項に規定する洪水警戒体制にある場合においては、規則第１７条に規定する洪水

調節への円滑な移行ができるよう、その他の場合にあっては、規則第２５条の規定

する流水の正常な機能の維持のための放流に支障を与えないように行うものとす

る。                                                       

 

 （特にやむを得ない理由によるダムからの放流）                         

 第８条  規則第２２条第１項第３号に規定する特にやむを得ない理由があるときは、次

の各号の一に該当する場合とする。         

一  ダム本体及び貯水池等について、調査又は補修を行うため必要があるとき。                                                           

  二  その他特に必要があるとき。                                     

                                                                     

 （放流の原則）                                                       

 第９条  規則第２３条の規定により、ダムから放流を行う場合において、下流に急激な

水位の変動を生じないよう努めるものとした放流の原則は、次に定める方法を基準

とする。                                    

ゲート操作前の  

放流量（Ｑ）  

(立方メートル /秒 ) 

ゲート操作の  

最小時間間隔  

（分）  

１回の操作による  

最大増加放流量  

(立方メートル /秒 ) 

 

    ０  ≦Ｑ＜   １６  

 

１０  

 

２  

 

   １６  ≦Ｑ＜   ２８  

 

１０  

 

３  

 

   ２８  ≦Ｑ＜   ３８  

 

１０  

 

４  

 

   ３８  ≦Ｑ＜  ３００  

 

５  

 

２５  

 

  ３００  ≦Ｑ＜  ６００  

 

１０  

 

５０  

      ただし、気象、水象その他の理由により特に必要があると認められる場合におい

ては、流入量の時間的な増加割合を限度として放流を行うことができる。                                                

２  所長は、規則第１７条第２号の規定により放流を増加する場合、１回当たりの操

作による最大増加放流量は、操作開始時が毎秒５０立方メートル以内、それ以降は

１５分ごとに毎秒１００立方メートル以内とする。     

３  所長は、気象、水象その他の理由により、ダムによって貯留された流水が、洪水

時最高水位を超えると予想される場合、又はダム本体及び貯水池等に異常が生じた

場合、その他緊急かつやむを得ない場合においては、前２項の規定によらないこと

ができる。                               

 

 （洪水警戒体制の解除）                                               

 第１０条  所長は、流入量が洪水量以下に減少し、気象、水象その他の状況により洪水

警戒体制を維持する必要がなくなったと認められるときは、規則第２０条の規定に

より洪水警戒体制を解除しなければならない。   
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２  所長は、洪水警戒体制を解除したときは、別表第１に掲げる関係機関に連絡する

ものとする。                                             

 

 （局長の承認事項）                                                   

 第１１条  所長は、規則第１７条のただし書きを適用する場合及び第９条第３項を適用

する場合は、あらかじめ局長の承認を得なければならない。  

 

                                                                     

     第２章  危害防止措置等                                           

 

 （放流に関する通知等を行う場合）                                     

 第１２条  所長は、次の各号の一に該当する場合においては、規則第２７条の規定によ

り関係機関に通知するとともに、一般への周知を行うものとする。  

一  トンネル洪水吐ゲート又はクレストゲートから毎秒３８立方メートルを超える放

流をするとき。  
  二  第９条第１項に規定する基準を超えて放流するとき。               

  三  第９条第３項の規定により放流を行う場合において、下流に急激な水位の変動を

生じると予想されるとき。                               

  四  その他、下流に急激な水位の変動を生じると予想されるとき。       

 

 （放流に関する通知等を行う範囲）                                     

 第１３条  規則第２７条に規定する通知すべき関係機関は、別表第 1 に掲げる機関とす

る。  

２  規則第２７条に規定する一般に周知させるため必要な措置は、ダムから新長浜大

橋の区間について行うものとする。  

 

 （放流に関する通知等の方法）  

 第 １ ４ 条  規 則 第 ２ ７ 条 に 規 定 す る 放 流 に 関 す る 通 知 等 は 、 次 の 各 号 に 定 め      

る方法により行うものとする。               

一  関係機関に対する通知は、第１２条に規定する放流を開始する約１時間前に行う

ものとする。                                       

  二   第１２条第４号に関する関係機関に対する通知は、前号に加えて別表第１に掲げ

る関係機関に対し、放流を開始する約３時間前に行うものとする。  

三  第１２条第１号から第３号に関する一般に周知させるため必要な措置は、別表第

２に掲げる警報局等により行うものとする。                                           

   イ  ダムに設置されたサイレン又はサイレン疑似音は、第１２条に規定する放流を

開始する約１時間前及び直前に吹鳴するものとする。          

   ロ  ダム以外に設置されたサイレン又はサイレン疑似音は、第１２条に規定する放

流を開始する約１時間前に約５分間吹鳴するものとする。     

  ハ  イ及びロの場合において、サイレン又はサイレン疑似音吹鳴前に拡声機により

放送を行うものとする。                                   

   二  一般に対する警報車による警報は、各地点の水位が上昇する前に行うものとす

る。                                                  

   ホ  各警報局等のサイレン又はサイレン疑似音の吹鳴は、次に定める方法により行

うものとし、サイレン又はサイレン疑似音吹鳴前に拡声機で警報を一般に周知さ
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せるものとする。                                 

                                                                     

吹  鳴  休止  吹  鳴  休止   吹  鳴  休止  吹  鳴  休止   

吹  鳴  

約１分  １０秒  約１分  １０秒  約１分  １０秒  約１分  １０秒  約１分  

 

  ヘ  警報車による警報は、警報車に設置したスピーカにより、放流開始時刻、最大

放流量などを一般に周知させるものとする。  

 四  第１２条第４号に関する一般に周知させるため必要な措置は、別表第２に掲げる

警報局等により行うものとする。  

イ  ダムに設置されたサイレン又はサイレン疑似音は、第１２条第４号に規定する

放流を開始する約３時間前及び約１時間前並びに直前に吹鳴するものとする。  

ロ  ダム以外に設置されたサイレン又はサイレン疑似音は、第１２条第４号に規定

する放流を開始する約３時間前及び約１時間前に吹鳴するものとする。  

ハ  各警報局等のサイレン又はサイレン疑似音の吹鳴は、次に定める方法により行

うものとし、サイレン又はサイレン疑似音吹鳴前に拡声機で警報を一般に周知さ

せるものとする。  

 

吹  鳴  休止   

１０秒   ５秒  

（上記を１５回繰り返し２回行う）  

               

 

（放流に関する通知等の内容）   

 第１５条  前条１号に規定する通知は、放流する日時のほか、放流量の見込みを示して

行うものとする。  

 

 

   第３章  ゲート等操作の方法                                       

 

  （ゲート及びバルブの名称）                                            

 第１６条  トンネル洪水吐ゲートの名称は、次の各号のとおりとする。  

一   トンネル洪水吐ゲートは、下流側にあるものから順に、吐口主ゲート、吐口副ゲ

ート、呑口ゲートという。  

二   吐口主ゲート、吐口副ゲートは、それぞれ左岸側から吐口１号主ゲート、吐口１

号副ゲート、吐口２号主ゲート、吐口２号副ゲートという。  

２  クレストゲートの名称は、左岸側にあるものから順にクレスト１号ゲート、クレ

スト２号ゲート、クレスト３号ゲート、クレスト４号ゲートという。  

３  ダム本体上流側にあり、選択取水を行うためのゲートを取水ゲートという。  

４  バルブは、左岸側にあるものから低水放流バルブ、放水バルブという。  

一  低水放流バルブは、下流側にあるものを低水放流主バルブ、上流側にあるものを

低水放流予備ゲートという。  

二  放水バルブは下流側にあるものを放水主バルブ、上流側にあるものを放水副バル

ブという。  
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（トンネル洪水吐ゲートの操作）  

第１７条  吐口主ゲート及び呑口ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉塞し

ておくものとする。   
一   規則第６条、規則第７条、規則第８条、規則第１６条、規則第１７条、規則第１

８条、規則第１９条及び規則第２２条の各号の一に該当する場合において、ダムか

ら放流を行うとき。  
二   その他、特に必要があるとき。  
２  吐口副ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に開放しておくものとする。  
一   規則第２２条第１項第２号の規定により、ゲートの点検又は整備を行う必要があ

るとき。  
二   その他、特に必要があるとき。  

 

（トンネル洪水吐ゲートの操作方法）  

第１８条  吐口主ゲートを操作する場合においては、規則第２２条第１項第２号に規定

する場合を除き、原則として次の各号の定めによらなければならない。  
一   吐口主ゲートの操作は、吐口１号主ゲート、吐口２号主ゲートの順に開くものと

し、閉じるときはその逆の順序で操作するものとする。  
二   吐口主ゲートの操作１回当たりの開度は５０センチメートル以内とし、各門の開

度の差は、１メートル以内とする。  
三   吐口主ゲートの開閉時における最小開度は、１０センチメートルとする。  
四   吐口主ゲートの操作は、緊急やむを得ない場合を除き、同条第３項第２号の規定

に基づき呑口ゲートを全開とした後に行う。  
２  吐口副ゲートを操作する場合においては、規則第２２条第１項第２号に規定する

場合を除き、原則として次の各号の定めによらなければならない。  
一   吐口副ゲートは、常に全開又は全閉するものとし、半開の状態に置いてはならな

い。  
二   吐口副ゲートを全閉する場合においては、緊急やむを得ない場合を除き、吐口主

ゲートを全閉したのちに操作するものとする。  
三   吐口副ゲートを全開する場合においては、呑口ゲートを全開して、吐口主ゲート

を全閉して水圧の平衡を保ったのち、または、呑口ゲートを全閉して、トンネル内

を排水した後に操作するものとする。  
四   吐口副ゲートは、操作の必要がなくなった場合においては、速やかに所定の位置

に格納するものとする。  
３  呑口ゲートを操作する場合においては、規則第２２条第１項第２号に規定する場

合を除き、原則として次の各号の定めによらなければならない。  
一   呑口ゲートは、常に全開又は全閉するものとし、半開の状態に置いてはならない。 
二   呑口ゲートを全開する場合においては、吐口主ゲートまたは吐口副ゲートをあら

かじめ全閉し、トンネル内への充水を完了したのち操作するものとする。  
三   呑口ゲートを全閉する場合においては、緊急やむを得ない場合を除き、吐口主ゲ

ートまたは吐口副ゲートを全閉したのちに操作するものとする。  
 

 （クレストゲートの操作）                                              

 第１９条  クレストゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉塞しておくものと

する。   
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一  規則第１７条及び規則第１９条により操作を行うとき。  

二  規則第２２条各号のいずれかに該当する場合においてダムから放流を行うとき。  

 三   その他、特に必要があるとき。  

 

  （クレストゲートの操作方法）                                        

 第２０条  クレストゲートを操作する場合においては、規則第２２条第１項第２号に規

定する場合を除き、原則として、次の各号の定めによらなければならない。  

一  開くときはクレスト２号ゲート、クレスト３号ゲート、クレスト４号ゲート、ク

レスト１号ゲートの順に、閉じるときはその逆順に操作するものとする。  

二  クレストゲートの操作１回当たりの開度は５０センチメートル以内とし、各ゲー

ト相互間において 1 メートル以上の開差をつけてはならない。  

三  クレストゲートの開閉時における最小開度は、５センチメートルとする。  

                                                                      

  （放水バルブの操作）                                                 

 第２１条  放水主バルブは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉塞しておくものとす

る。   

一  規則第２２条第１項第２号の規定により放水バルブの点検又は整備を行うため特

に必要があるとき。  

二  その他必要があるとき。     

２  放水副バルブは、次の各号に掲げる場合を除き、常に開放しておくものとする。  

一  規則第２２条第１項第２号の規定により放水バルブの点検又は整備を行うため特

に必要があるとき。  

二  その他必要があるとき。  

                                                                      

  （放水バルブの操作方法）                                           

 第２２条  放水バルブの操作は、原則として放水主バルブの操作により行うものとす

る。  

２  放水主バルブの操作に当たっては、常に全開又は全閉するものとし、半開の状態

に置いてはならない。  

３  放水副バルブを操作する必要がある場合においては、放水主バルブと放水副バル

ブとの中間に満水させた後これを操作するものとする。  

                   

  （低水放流主バルブの操作）  

 第２３条  低水放流主バルブは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉塞しておくもの

とする。  
一  規則第６条、規則第８条、規則第１８条、規則第１９条、規則第２２条の各号の

一及び規則第２５条に該当する場合において、ダムから放流を行うとき。  
二  その他、必要があるとき。  

 
（低水放流予備ゲートの操作）  

 第２４条  低水放流予備ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に開放しておくも

のとする。  
一  規則第２２条第１項第２号の規定により低水放流主バルブ及び放流管の点検又は

整備を行う必要があるとき。  
二  その他、必要があるとき。  
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２  低水放流予備ゲートは、常に開放又は閉塞するものとし、半開の状態に置いては

ならない。  
３  低水放流予備ゲートを操作する場合においては、低水放流主バルブと低水放流予

備ゲートとの中間に満水させた後これを操作するものとする。  
 
（選択取水設備の操作方法）  

 第２５条  選択取水設備は、河川環境の保全に配慮し、操作するものとする。ただし、

水象、気象その他の状況により特に必要があると認められるときは、この限りでは

ない。  

 

（水車案内羽根の操作方法）  
第２６条  水車案内羽根は、規則第１６条、規則第１７条、規則第１８条、規則第１９

条、規則第２２条第１項の各号、規則第２５条の規定によるダムからの放流を行う

とき、毎秒２４立方メートルを限度として放流する操作を行うものとする。  
 
 

 

    第４章  点検、整備等       

                                       

  （計測、点検及び整備）                                               

 第 ２ ７ 条  規 則 第 ２ ９ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 計 測 は 、 別 に 定 め る 調 査 測 定 基 準      

により、点検及び整備は、別に定める点検整備基準により行うものとする。  

２  所長は、ダム堤体底部に設置した地震計により観測された加速度が２５ガルもし

くは震度４を超えたとき、又は松山地方気象台により発表された気象庁震度階が大

洲市肱川町もしくは西予市野村町において４以上の地震が発生したときは、別に定

めるところにより臨時の点検を行わなければならない。  

                                                                

  （観測）                                                             

 第２８条  規則第３０条に規定する観測は、前条第１項に定める調査測定基準により行

うものとする。                        

                                                                     

  （ゲート等の操作の記録）                                             

 第２９条  規則第３１条に規定するゲート等を操作したときに記録すべき事項は、次の

各号に掲げる事項とする。             

一  気象及び水象の状況。                                          

  二  ゲート等の操作の事由、操作したゲート等の名称、ゲート等の操作を開始及び終

了した時刻、ゲート等の開度、ゲート等の操作による放流量並びに水位の変動。                                          

  三  ダムからの放流に伴う一般に周知させるための措置及び関係機関への通知に関す

る事項。                                            

  四  その他、特記すべき事項。                                      

２  規則第３１条に規定する記録は、前項各号に定めるもののほか、第２７条に規定

する計測、点検及び整備を行った結果及び前条の規定により観測した結果について

行うものとする。  

                               

  （報告事項）                                                          
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 第３０条  所長は、次の各号に掲げる場合においては、速やかにその状況を局長に報告

しなければならない。                      

一  規則第１４条の規定により洪水警戒体制をとったとき及び規則第２０条の規定に

よりこれを解除したとき。  

  二  規則第１６条の規定により予備放流を行ったとき。                 

 三  規則第１７条の規定により洪水調節を行ったとき。                 

 四  ダム本体、付属設備、貯水池及び貯水池の上下流に異常を認めたとき。  

  五  第２７条第２項による地震が発生したとき及び臨時の点検を行ったとき。                                                          

  六  貯水池において水質事故が発生したとき。                         

  七  その他、必要と認めるとき。                                     

                                                                     

  （管理年報の作成）                                                    

 第 ３ １ 条  所 長 は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り ダ ム 管 理 年 報 を 作 成 し な け れ ば      

ならない。                                    

                                                                     

 

  （検査）                                                              

 第３２条  所長は、別に定めるところにより必要に応じてダム本体、貯水池及びダムに

係る施設等の検査を実施するものとする。             

                                                                     

 

   第５章  雑則      

                                                   

  （雑則）                                                              

 第 ３ ３ 条  規 則 及 び こ の 細 則 に 定 め る も の の ほ か 、 規 則 及 び こ の 細 則 の 実 施      

のため必要な手続きその他の要領は所長が定めることができる。  

                                                                      

  

附  則                                                               

この細則は、令和２年４月１日から適用する。
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 別表第１（第５条、第１０条及び第１３条関係）                           
     関 係 機 関       E A                                                

 
機  関  名  

 
所  在  地  

 
連絡方法  

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
国土交通省  
四国地方整備局  

 
高松市サンポート 3番 33号  
 

 
マイクロ  

 
 
四国地方整備局  
大洲河川国道事務所  

 
大洲市中村 210 
 

 
マイクロ  

 
 
四国地方整備局  
肱川緊急治水対策河川事務所  

 
大洲市中村 210 
 

 
マイクロ  

 
 
四国地方整備局  
山鳥坂ダム工事事務所  

 
大洲市肱川町予子林 6 - 4  

 
マイクロ  

 
 
愛媛県南予地方局  
大洲土木事務所  

 
大洲市田口甲 425の 1 
 

 
(0893)24-5121 
 

 
大洲市役所  

 
大洲市大洲 690番地の 1 

 
(0893)24-2111 

 
大洲市役所肱川支所  

 
大洲市肱川町山鳥坂 74番地  

 
(0893)34-2311 

 
大洲市役所長浜支所  

 
大洲市長浜甲 480番地の 3 

 
(0893)52-1111 

 
大洲警察署  

 
大洲市東大洲 1686番地 1 

 
(0893)25-1111 

 
西予警察署  
 

 
西予市宇和町卯之町 4町目 659 

 
(0894)62-0110 

 
松山発電工水管理事務所  

 
松山市畑寺町 35 

 
(089)975-7033 

 
ＮＨＫ松山放送局  
 

 
松山市堀之内 5番地  
 

 
(089)921-1117 
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 別表第２（第１４条関係）                                             
       警報局等                                                       

 
 

 
名   称  

 
所  在  地  

 
ｻｲﾚﾝ・ｽﾋﾟｰｶ等の別  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 
１  
２  
３  
４  
５  
６  
７  
８  
９  
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

 
鹿野川ダム警報局  
樋之口  放送局  
高砂   放送局  
赤岩   警報局  
鳥首   放送局  
大川   警報局  
譲葉   放送局  
成見   警報局  
阿部   放送局  
土手外  警報局  
上本郷  警報局  
大竹   警報局  
西    警報局  
柚木   放送局  
ヒガシ畦警報局  
河原   放送局  
若宮   警報局  
五郎   警報局  
大谷   放送局  
三善   警報局  
八多喜  警報局  
米津   放送局  
白滝   警報局  
柴    警報局  
柚木   情報表示板  
上老松  警報局  
長浜   警報局  

 
大洲市肱川町山鳥坂  
大洲市肱川町宇和川  
大洲市肱川町宇和川  
大洲市肱川町  
大洲市肱川町  
大洲市森山  
大洲市菅田町  
大洲市菅田町  
大洲市菅田町  
大洲市菅田町  
大洲市菅田町  
大洲市菅田町  
大洲市菅田町  
大洲市大洲  
大洲市中村  
大洲市中村  
大洲市若宮  
大洲市五郎  
大洲市新谷  
大洲市春賀  
大洲市八多喜町  
大洲市米津  
大洲市柴  
大洲市柴  
大洲市柚木  
大洲市長浜町上老松  
大洲市長浜町長浜  

 
ｻｲﾚﾝ・ｽﾋﾟｰｶ 
ｽﾋﾟｰｶ・情報表示板  
ｽﾋﾟｰｶ 
ｻｲﾚﾝ・ｽﾋﾟｰｶ・情報表示板  
ｽﾋﾟｰｶ 
ｻｲﾚﾝ・ｽﾋﾟｰｶ 
ｽﾋﾟｰｶ 
ｻｲﾚﾝ・ｽﾋﾟｰｶ 
ｽﾋﾟｰｶ 
ｻｲﾚﾝ・ｽﾋﾟｰｶ 
ｻｲﾚﾝ・ｽﾋﾟｰｶ 
ｻｲﾚﾝ・ｽﾋﾟｰｶ 
ｻｲﾚﾝ・ｽﾋﾟｰｶ 
ｽﾋﾟｰｶ 
ｻｲﾚﾝ・ｽﾋﾟｰｶ・情報表示板  
ｽﾋﾟｰｶ 
ｻｲﾚﾝ・ｽﾋﾟｰｶ 
ｻｲﾚﾝ・ｽﾋﾟｰｶ 
ｽﾋﾟｰｶ 
ｻｲﾚﾝ・ｽﾋﾟｰｶ 
ｻｲﾚﾝ・ｽﾋﾟｰｶ 
ｽﾋﾟｰｶ 
ｻｲﾚﾝ・ｽﾋﾟｰｶ 
ｻｲﾚﾝ・ｽﾋﾟｰｶ 
情報表示板  
ｻｲﾚﾝ・ｽﾋﾟｰｶ 
ｻｲﾚﾝ・ｽﾋﾟｰｶ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

鹿野川ダムただし書き操作要領 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年４月 
 

 

 

 

 

 

 

国土交通省 四国地方整備局 

肱川ダム統合管理事務所 
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（通則） 
第１条 鹿野川ダムの計画を超える洪水時における鹿野川ダム操作規則（以下｢規則｣という。）

第１７条に規定するただし書き操作（以下「ただし書き操作」という。）については、この

要領に定めるところによる。 
 

（定義） 
第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義はそれぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

一 ただし書き操作開始水位 洪水調節容量の８．７割に相当する貯水位とし、標高８７．

５メートルとする。  

二 洪水時最高水位 規則第７条に定める洪水時最高水位とし、標高８９．０メートルとす

る。 

三 上限水位 鹿野川ダム上限水位は、標高８９．６メートルとする。 

 

（局長の承認等）  
第３条 肱川ダム統合管理事務所長（以下「所長」という。）は、規則第１７条に定める洪水調

節を行っている場合において、貯水位がただし書き操作開始水位を超えること及びその後さ

らに洪水時最高水位を超えることが予測される場合には、ただし書き操作への移行に関して、

四国地方整備局長（以下「局長」という。）の承認を受けなければならない。  

２ 所長は、前項の規定により局長の承認を受けた場合は、ただし書き操作への移行に関して、

別表に掲げる関係機関に通知するとともに、一般に周知させるために必要な措置を執らなけ

ればならない。 

 
（ただし書き操作への移行）  
第４条 所長は、前条の規定による局長の承認を受けた後、貯水位がただし書操作開始水位に達

し、さらに洪水時最高水位を超えることが予測される場合は、ただし書き操作に移行しなけ

ればならない。  
２ 所長は、前項の規定によりただし書き操作に移行した場合には、速やかに別表に掲げる関

係機関にその旨通知しなければならない。 
 
（ただし書き操作） 
第５条 ただし書き操作は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 

一 貯水位がただし書き操作開始水位を超えた時から放流量が流入量と等しくなるまでの

間は、クレストゲートおよびトンネル洪水吐ゲートは、別図に定める貯水位に対応した放

流量となるようにゲート開度を定めること。 
二 前号に規定する時間が経過した時から流入量がただし書き操作に移行した時の放流量

に等しくなるまでの間は、原則として貯水位を流入量が放流量と等しくなった時の貯水位

に保つよう努めるものとする。ただし、気象、水象、その他の状況により特に必要がある

と認める場合には、局長の承認を受けた上で、貯水位を下げることができる。 
 

（ただし書き操作の解除） 
第６条 前条に規定する操作を行っている場合において、流入量が最大となった時を経て流入量

がただし書き操作に移行した時の放流量に等しくなった場合には、ただし書き操作を解除し、

規則第１８条に定める洪水調節等の後における水位を低下させるための操作へ移行するも

のとする。  
 
 

附則 
この要領は、令和２年４月１日から施行する。 
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別表（第３条及び第４条関係） 

 

関係機関 
機  関  名 所  在  地 連絡方法 

国土交通省 

四国地方整備局 

高松市サンポート 3 番 33 号 マイクロ 

四国地方整備局 

大洲河川国道事務所 

大洲市中村 210 マイクロ 

四国地方整備局 

肱川緊急治水対策河川事務所 

大洲市中村 210 マイクロ 

四国地方整備局 

山鳥坂ダム工事事務所 

大洲市肱川町予子林 6-4 マイクロ 

愛媛県南予地方局 

大洲土木事務所 

大洲市田口甲 425 の 1 (0893)24-5121 

大洲市役所 大洲市大洲 690 番地の 1 (0893)24-2111 

大洲市役所肱川支所 大洲市肱川町山鳥坂 74 番地 (0893)34-2311 

大洲市役所長浜支所 大洲市長浜甲 480 番地の 3 (0893)52-1111 

大洲警察署 大洲市東大洲 1686 番地 1 (0893)25-1111 

西予警察署 西予市宇和町卯之町 4 町目 659 (0894)62-0110 

松山発電工水管理事務所 松山市畑寺町 35 (089)975-7033 

ＮＨＫ松山放送局 松山市堀之内５番地 (089)921-1117 
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別図（第５条関係） 

 
鹿野川ダム 貯水位～放流量 対応図 

87.5

88

88.5

89

89.5

90

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

貯
水
位

(E
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.m
)

放流量（m3/s）

ただし書き操作開始水位EL.87.5m

洪水時最高水位EL.89.0m

上限水位 EL.89.6m

放流量=ただし書き操作開始時放流量
＋(3720-ただし書き操作開始時放流量)／1.52×（貯水位-87.5）2

放流量=4588.08×貯水位-404618.78



 
 
 
 
 
 
 
 

鹿野川ダム特別防災操作実施要領 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和２年４月 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省 四国地方整備局 

肱川ダム統合管理事務所 
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（通 則） 

第１条 鹿野川ダム操作規則（以下「規則」という。）第１７条に規定するただし書き操作のう

ち、鹿野川ダム下流河川において、洪水被害が発生した場合、又は発生するおそれがある

場合に今後のダムへの降雨等も勘案し、ダム下流河川の被害軽減等を目的として実施する

操作（以下「特別防災操作」という。）については、この要領に定めるところによる。 

 

（局長の承認等） 

第２条 肱川ダム統合管理事務所長（以下「所長」という。）は、規則第１７条、第１８条に規

定する操作を行っている場合において、ダム下流河川で洪水被害が発生、又は発生のおそ

れがある場合に、ダム下流の河川管理者、又は自治体等から特別防災操作の要請を受け、

特別防災操作への移行が可能な場合は、四国地方整備局長（以下「局長」という。）の承認

を受けるものとする。 

また、特別防災操作の継続が困難となり中止する場合も局長の承認を受けるものとする。 

２ 所長は、前項の規定により局長の承認を受け、特別防災操作に移行する場合、又は、特

別防災操作を中止する場合は、別表－１に定める関係機関に通知するものとする。 

 

（特別防災操作への移行） 

第３条 前条第１項の特別防災操作への移行が可能な場合とは、次期洪水のおそれがなく、洪

水の終了が見通せ、ダムへの貯留が可能である場合等とする。 

 

（特別防災操作） 

第４条 所長は、降雨状況、ダム下流の河川水位、ダムへの貯留が可能な容量等の把握及びダ

ムからの放流量の設定等を実施し、特別防災操作を行うものとする。 

 

（特別防災操作の終了） 

第５条 所長は、前条に規定する操作を行っている場合において、下流河川、その他の状況か

ら特別防災操作を継続する必要が無いと判断される場合は、特別防災操作を終了し、規則

第１７条または、第１８条に規定する操作に移行するものとする。 

 

（特別防災操作の中止） 

第６条 第４条に規定する操作を行っている場合において、気象、水象、その他の状況により

特別防災操作の継続が困難となり、放流量を増加させる必要が生じた場合は、特別防災操

作を中止し、規則第１７条または、第１８条の操作に移行するものとする。 

 

附則 

 この要領は、令和２年４月１日から適用する。 
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別表－１（第２条関係） 

 

通知を行うべき関係機関 

通知の相手方の名称 所在地 通知方法 

国土交通省 

四国地方整備局 
高松市サンポート３番３３号 マイクロ 

四国地方整備局 

大洲河川国道事務所 
大洲市中村２１０ マイクロ 

四国地方整備局 

肱川緊急治水対策河川事務所 
大洲市中村２１０ マイクロ 

四国地方整備局 

山鳥坂ダム工事事務所 
大洲市肱川町予子林 6-4 マイクロ 

愛媛県南予地方局 

大洲土木事務所 
大洲市田口甲４２５の 1 (0893)24-5121 

大洲市役所 大洲市大洲６９０番地の１ (0893)24-2111 

大洲市役所肱川支所 大洲市肱川町山鳥坂７４番地 (0893)34-2311 

大洲市役所長浜支所 大洲市長浜甲４８０番地の３ (0893)52-1111 

大洲警察署 大洲市東大洲１６８６番地１ (0893)25-1111 

西予警察署 西予市宇和町卯之町 4 町目 659 (0894)62-0110 

松山発電工水管理事務所 松山市畑寺町３５ (089)975-7033 

ＮＨＫ松山放送局 松山市堀之内５番地 (089)921-1117 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿野川ダム予備放流実施要領 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年４月 
 

 

 

 

 

 

 

国土交通省 四国地方整備局 

肱川ダム統合管理事務所 
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（通則） 

第１条 鹿野川ダム操作規則第１６条及び細則第６条に規定する予備放流を実施するにあたり、予備放

流の開始及び方法に係わる計画立案については、この要領の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 洪 水：規則第３条に規定する洪水 

二 予備放流水位：規則第１０条に規定する水位 

三 予 備 放 流：規則第１６条に規定する放流で、予備放流開始時点から洪水調節開始時点に至 

るまで、又は洪水に至ることがなく、貯水位回復を始めた時点までの間をいう。 

 

（予備放流の原則） 

第３条 予備放流操作は、次の各号に規定する原則に従わなければならない。 

一 予備放流は、毎秒６００立方メートルを上限として、規則第２３条、細則第９条の放流の原則

に基づき実施するものとする。 

二 予備放流は、気象、水象、その他の状況及び過去の実績等を勘案し、放流開始時刻を的確に判

断するとともに、洪水調節開始までに予備放流水位を確実に確保するものとする。 

三 予備放流は、気象、水象、その他の情報により、洪水発生の恐れが弱まったと認められる場合

にあっては、放流速度の緩和、定量放流への移行または絞り込み操作等の放流量の調整を行うも

のとする。 

 

（予備放流の準備体制） 

第４条 肱川ダム統合管理事務所長（以下「所長」という。）は、貯水位が予備放流水位を超えており、

かつ次の各号の一に該当する場合は準備体制をとることができる。 

一 台風の中心が東経１２０°～１４０°の範囲において北緯 20°に達し、台風の来襲が予想され

るとき。 

二 気象、水象、その他の状況により、洪水が予想されるとき。 

２ 所長は、前項の規定により準備体制をとった時は、ただちに次の各号に定める措置をとり、予備

放流に備えなければならない。 

一 気象及び水象の情報の収集を密にすること。 

二 必要な要員を確保すること。 

三 予備放流に必要な器材の点検及び通報、警報の準備にはいること。 

 

（予備放流の実施決定基準） 

第５条 予備放流の実施は、貯水位が予備放流水位を超えており、かつ次の各号の一に該当する場合に

行うものとする。 

一 気象、水象、その他の状況により、鹿野川ダムの最大流入量が毎秒６００立方メートルを超え

ると予想されるとき。 

二 流域内の総雨量が、１００ミリメートルを超えると予想されたとき。 

三 その他の状況により、予備放流の必要性が認められたとき。 

 

（予備放流の開始基準） 

第６条 予備放流の開始は、次の各号に定めるいずれかの方法により総合的に判断するものとする。 
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一 台風情報等により、流入量が毎秒６００立方メートルとなる時間を予測し、予備放流継続時間、

その後の流入量に応じた放流時間を勘案し、これらの必要時間分さかのぼった時点。 

二 台風が四国に接近する恐れがあり、かつ台風の中心位置が東経１２７°～１３５°および北緯

２７°～３３°の範囲に達したと想定された時点。 

三 その他の状況により、予備放流の開始の必要性が認められ、所長が放流開始を指示した場合。 

 

（予備放流の操作基準） 

第７条 予備放流の標準操作は、台風等の到達時間内で平滑化した予備放流量を基本とする。 

２ 予備放流の最大放流量は、毎秒６００立方メートルを上限とするが、気象、水象、その他の状況

により、予備放流量及び予備放流の所要時間を勘案し、随時調整を行うことができる。 

３ 放流量の増加は、下流に急激な水位変動を生じないよう細則第９条を標準とするが、貯水池の状

況、気象、その他の状況により必要がある場合には、段階的な放流方法で計画することができる。 

４ 放流量の低減は、下流に急激な水位変動を生じないよう、流入量、予備放流量及び予備放流必要

量を勘案しながら、予備放流水位の確保並びに洪水調節への速やかな移行に配慮すること。 

５ 予備放流において、一旦予備放流水位まで貯水位を低下させた後、洪水調節開始までの間におい

ては、貯水池に流入する流水を放流し、予備放流水位を維持すること。 

 

（予備放流計画の作成） 

第８条 鹿野川ダムが予備放流を実施する場合は、第３条の原則に基づき、第５条から第７条の基準を

踏まえ、毎年度初めに予備放流計画を四国地方整備局長に報告するものとする。 

 

（予備放流計画の修正） 

第９条 予備放流は、前条の計画書に従い実施するものであるが、その後の気象、水象、その他の状況

を総合的に判断し、随時修正しながら安全かつ確実な予備放流となるよう努めなければならない。 

 

（記 録） 

第１０条 予備放流を実施した場合、次の各号に掲げる事項を記録しておかねばならない。 

一 予備放流を開始した時間、及び台風による洪水の場合はその位置等。 

二 予備放流操作の状況（水位、放流量、流入量）。 

三 その他予備放流量に関する事項等。 

 

附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 


